
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

記録情報の経常的提供先

（ 名 称 ）

（ 所 在 地 ）

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

　　法第６０条第２項第２号

　（マニュアル処理ファイル）

　　有 　　無

備考 1,000人を超える事業は救急情報シートのみ。

ー

個人情報ファイルの種別

　　法第６０条第２項第１号

　（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル

申請者

記録項目1～4については、年数回、住民票と同期を行う。その他の
項目は本人からの申請、一部は聞き取り調査を行う。

含む

個別避難計画：対象者の関係者（民生委員等）、救急情報シート：
消防本部、「食」の自立支援事業：配食事業者、緊急通報装置：あ
んしんサポート(株）

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

竹田市役所総務課

〒878-8555
竹田市大字会々1650番地

1氏名,2生年月日、3性別、4住所、5電話番号、6民生委員、7申請情
報、8決定情報、9本人情報、10緊急連絡先、11医療情報、12その他

個人情報ファイル簿

地域福祉支援システム

竹田市長

高齢者福祉課

個別避難計画、救急情報シート、「食」の自立支援事業、緊急通報
装置登録者を管理することを目的とする。


